
契約は慎重に ⾝に覚えのない請求

⽀払い⽅法を確認

18歳になる
あなたへすぐ先の未来すぐ先の未来

マルチ商法
 クレジットカードが⾃動的にリボ払い
に設定されていたり、リボ払いしかでき
ない「リボ専⽤カード」がある。リボ専
⽤カードは「⼀括払い」と告げてもリボ
払いになる。リボ払いは、⽀払期間が⻑
くなるほど⼿数料も多くかかるため、き
ちんと確認してそもそもリボ払いをしな
いようにしよう。

 クレジットカードが不正利⽤される⼿⼝
や原因として多いのは、フィッシング詐
欺、スキミング（クレジットカード偽
造）、ネットショッピング詐欺などがあ
る。不正利⽤されているかもと思ったらす
ぐにクレジットカード会社に連絡をしよ
う。対策として、「定期的に利⽤明細を確
認する」、「⽀払いをしたら通知が届くよ
うにする」などの⽅法があるので活⽤しよ
う。

 クーリングオフができるのは、法律で
定められた取引だけであり、たとえクー
リングオフをしてもすべての事業者が全
額を返還してくれるとは限らない。契約
トラブルを避けるために、「契約書を必
ず読む」、「わからないことは質問す
る」、「販売事業者の情報を確認す
る」、「確認書にはその場でサインせず
持ち帰る」などを覚えておこう。

 ⼤学⽣を中⼼に「簡単に儲かる」などと誘
われて被害にあっている⼈が多くいる。親し
い⼈から誘われて断りにくく、流されて契約
してしまいがちですがはっきりと断る勇気が
必要である。契約書⾯を渡された⽇から、２
０⽇間を経過するまでの間はクーリングオフ
を⾏うことができる。契約書がなく契約相⼿
が分からなくて解約ができないという状況を
防ぐために、契約時に「住所、会社名（⽒
名）、電話番号」を確認しよう。
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考考ええろろ！！

 上記のようなものの他にもいろいろなトラブルが⾝近に潜んでいるのでこれをきっかけに
調べてみよう。トラブルに巻き込まれたときは、ひとりで悩まないようにしよう。


